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制定 平成２２年１０月１日 

改定 平成２５年 ２月７日 

ＪＡＨＩＳ規則４号 

 

組織規則 

 

（目的） 

第１条 この規則は、定款第３６条、第３７条および第４８条に基づき設置する組織とその

運用に関する事項について定める。 

 

（運営会議） 

第２条 定款第３６条に基づき運営会議を設置し、その運営に関する事項を運営会議規則（Ｊ

ＡＨＩＳ規則５号）に定める。 

 

（戦略企画部および部門） 

第３条 定款第３７条に基づき、本会業務の円滑適正な推進のため以下の組織を置き、組織

運営に関する事項をそれぞれ以下に定める。 

（１）戦略企画部  戦略企画部規則（ＪＡＨＩＳ規則１００号） 

（２）総務会   総務会規則（ＪＡＨＩＳ規則１０１号） 

（３）標準化推進部会  標準化推進部会規則（ＪＡＨＩＳ規則１０２号） 

（４）医事コンピュータ部会 医事コンピュータ部会規則（ＪＡＨＩＳ規則１０３号） 

（５）医療システム部会 医療システム部会規則（ＪＡＨＩＳ規則１０４号） 

（６）保健福祉システム部会 保健福祉システム部会規則（ＪＡＨＩＳ規則１０５号） 

（７）事業推進部  事業推進部規則（ＪＡＨＩＳ規則１０６号） 

２ 前項（２）から（７）をまとめて部門と総称する。 

３ 第１項（３）から（６）をまとめて部会と総称する。 

 

（事務局） 

第４条 定款第４８条に基づき設置される事務局の運営に関する事項を事務局規則（ＪＡＨ

ＩＳ規則２０１号）に定める。 

 

 

附則（平成２２年１０月１日） 

１ この規則は平成２２年１０月１日から施行する。 

 

附則（平成２５年２月７日） 

１ この規則は平成２５年２月７日から施行する。 


